
議
案
第
七
十
五
号

杉
並
区
乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
七
日提

出
者

杉
並
区
長

山

田

宏

杉
並
区
乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

杉
並
区
乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
（
平
成
五
年
杉
並
区
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
乳
幼
児
」
の
下
に
「
及
び
義
務
教
育
就
学
児
」
を
加
え
る
。

第
一
条
中
「
乳
幼
児
に
」
を
「
乳
幼
児
及
び
義
務
教
育
就
学
児
（
以
下
「
乳
幼
児
等
」
と
い
う
。
）

に
」
に
、
「
乳
幼
児
の
」
を
「
乳
幼
児
等
の
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
乳
幼
児
」
を
「
乳
幼
児
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

義
務
教
育
就
学
児

十
五
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
の

う
ち
乳
幼
児
以
外
の
も
の
を
い
う
。

第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
中
「
乳
幼
児
」
を
「
乳
幼
児
等
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、



次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
杉
並
区
乳
幼
児
及
び
義
務
教
育
就
学
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条

例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
及
び
医
療
証
の
交
付
に
必
要
な
準
備

行
為
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改

正
前
の
杉
並
区
乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
証
（
そ
の
有
効

期
間
の
末
日
が
施
行
日
の
前
日
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
新
条
例

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
者
の
保
護
す
る
義
務
教
育
就
学
児
（
当
該
医
療
証
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
申
請
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
提
案
理
由
）

医
療
費
助
成
の
対
象
者
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
。
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杉
並
区
乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

新

条

例

旧

条

例

杉
並
区
乳
幼
児
及
び
義
務
教
育
就
学
児
の

杉
並
区
乳
幼
児

の

医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
乳
幼
児
及
び
義
務
教
育
就

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
乳
幼
児
に

学
児
（
以
下
「
乳
幼
児
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る

係
る

医
療
費
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
乳
幼

医
療
費
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
乳
幼

児
等
の
健
全
な
育
成
及
び
保
健
の
向
上
に
寄
与
す

児
の

健
全
な
育
成
及
び
保
健
の
向
上
に
寄
与
す

る
と
と
も
に
、
児
童
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を

る
と
と
も
に
、
児
童
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

に
よ
る
。

一

略

一

略

二

義
務
教
育
就
学
児

十
五
歳
に
達
し
た
日
以

資 料
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後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る

者
の
う
ち
乳
幼
児
以
外
の
も
の
を
い
う
。

三

保
護
者

親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人

二

保
護
者

親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人

そ
の
他
の
者
で
、
乳
幼
児
等
を
現
に
監
護
し
、

そ
の
他
の
者
で
、
乳
幼
児

を
現
に
監
護
し
、

か
つ
、
扶
養
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

か
つ
、
扶
養
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

（
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

（
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
三
条

こ
の
条
例
に
よ
り
医
療
費
の
助
成
を
受
け

第
三
条

こ
の
条
例
に
よ
り
医
療
費
の
助
成
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
乳
幼
児
等
の
保
護
者
で

る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
乳
幼
児

の
保
護
者
で

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
も
の

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

保
護
者
及
び
そ
の
者
の
保
護
す
る
乳
幼
児
等

一

保
護
者
及
び
そ
の
者
の
保
護
す
る
乳
幼
児

が
、
杉
並
区
（
以
下
「
区
」
と
い
う
。
）
の
区

が
、
杉
並
区
（
以
下
「
区
」
と
い
う
。
）
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

二

保
護
者
の
保
護
す
る
乳
幼
児
等
が
、
国
民
健

二

保
護
者
の
保
護
す
る
乳
幼
児

が
、
国
民
健

康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二

康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二

号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
規
則

号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
規
則

で
定
め
る
社
会
保
険
に
関
す
る
法
令
（
以
下

で
定
め
る
社
会
保
険
に
関
す
る
法
令
（
以
下

「
社
会
保
険
各
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ

「
社
会
保
険
各
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ

る
被
扶
養
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
っ
て

る
被
扶
養
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
っ
て
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資 料

規
則
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

規
則
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乳
幼
児
等
が
次

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乳
幼
児

が
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
保
護
者
は
、
医

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
保
護
者
は
、
医

療
費
の
助
成
の
対
象
と
し
な
い
。

療
費
の
助
成
の
対
象
と
し
な
い
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

（
医
療
証
）

（
医
療
証
）

第
五
条

医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
護

第
五
条

医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
護

者
は
、
そ
の
保
護
す
る
乳
幼
児
等
に
つ
い
て
区
長

者
は
、
そ
の
保
護
す
る
乳
幼
児

に
つ
い
て
区
長

に
申
請
し
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ

に
申
請
し
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ

の
条
例
に
よ
る
助
成
を
受
け
る
資
格
を
証
す
る
医

の
条
例
に
よ
る
助
成
を
受
け
る
資
格
を
証
す
る
医

療
証
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

療
証
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
助
成
の
範
囲
）

（
助
成
の
範
囲
）

第
六
条

区
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
証
の
交

第
六
条

区
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
証
の
交

付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
対
象
者
」
と
い
う
。
）

付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
対
象
者
」
と
い
う
。
）

の
保
護
す
る
乳
幼
児
等
の
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
い

の
保
護
す
る
乳
幼
児

の
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
い

て
国
民
健
康
保
険
法
又
は
社
会
保
険
各
法
の
規
定

て
国
民
健
康
保
険
法
又
は
社
会
保
険
各
法
の
規
定

に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
た
場
合
に

に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
た
場
合
に

お
け
る
医
療
費
（
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費

お
け
る
医
療
費
（
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
方
法
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た
額

用
の
額
の
算
定
方
法
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た
額
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（
当
該
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
こ
れ
と
異
な
る
算

（
当
該
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
こ
れ
と
異
な
る
算

定
方
法
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

定
方
法
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
算
定
方
法
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た

て
は
、
そ
の
算
定
方
法
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た

額
）
を
超
え
る
額
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
当
該
法

額
）
を
超
え
る
額
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
当
該
法

令
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
乳
幼
児
等
に
係
る
国
民

令
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
乳
幼
児

に
係
る
国
民

健
康
保
険
法
に
よ
る
世
帯
主
若
し
く
は
社
会
保
険

健
康
保
険
法
に
よ
る
世
帯
主
若
し
く
は
社
会
保
険

各
法
に
よ
る
被
保
険
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者

各
法
に
よ
る
被
保
険
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者

が
負
担
す
べ
き
額
（
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院

が
負
担
す
べ
き
額
（
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院

及
び
そ
の
療
養
と
併
せ
て
食
事
の
提
供
た
る
療
養

及
び
そ
の
療
養
と
併
せ
て
食
事
の
提
供
た
る
療
養

（
以
下
「
入
院
時
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）
を
受

（
以
下
「
入
院
時
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）
を
受

け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
よ

け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
よ

り
負
担
す
べ
き
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事

り
負
担
す
べ
き
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事

療
養
標
準
負
担
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
標
準

療
養
標
準
負
担
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
標
準

負
担
額
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
助

負
担
額
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
助

成
す
る
。

成
す
る
。

２

略

２

略
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